
視点

http://www.rengo-soken.or.jp/dio/no102/siten.htm[2008/10/07 10:08:48]

ＨＰ ＤＩＯ目次に戻る ＤＩＯバックナンバー

〈視 点〉

「経済構造改革をめぐる論点」

経済構造改革の推進には職業能力開発への支援が不可欠 －

経済構造改革が議論から実行の段階へとさしかかっている。３月末には、金融・証券、運輸、土地・住

宅などの分野を重点とした政府の規制緩和推進計画が発表されたところである。しかしながら、規制緩

和などの改革が必要であると主張されるときの日本経済の現状に対する認識や、改革による国民生活へ

の影響に対する見方などについては、必ずしも国民的なコンセンサスがあるわけではない。以下、これ

までになされてきた議論を整理するとともに、若干のコメントを加えることとしたい。

まず最初に、そもそも構造改革とは何かという点を明らかにしておこう。橋本内閣は、行政改革、金融

システム改革、経済構造改革、社会保障改革、財政構造改革などの複数の構造改革を進めている。ここ

では、話を単純化するために、経済構造改革といわれる、主として経済的規制の緩和による低生産性部

門の効率化の問題に焦点を絞って論点を整理しよう。この問題を定量的に示すと、貿易財の分野ではア

メリカで１ドルの財が日本で約１１０円であるのに対し、非貿易財の分野ではアメリカで１ドルの財が

日本では１６０円以上である。非貿易財のウエイトが付加価値ベースで約７５％であるので、財全体で

は、アメリカで１ドルの財が日本では約１５０円に相当する。ここで、現実の為替レートを１ドル＝１

２０円とすると、日本の物価はアメリカより２５％高いことになる。しかも、為替レートが長期的には

国際競争にさらされる貿易財の均衡レート１ドル＝１１０円に収束するとすれば、日本の物価は構造的

にアメリカより３割以上高いことになる。こうした構造は、生活者にとっては生活費の割高感を解消さ

せない原因となるし、生産者にとっても高コストを回避するための海外移転の動機を高めることにな

る。このため、政府規制を多く受けている非貿易財部門を中心に、規制緩和を進めることにより生産性

を向上させ、日本の物価水準を１ドル＝１５０円の水準から引き下げていこうとするのが構造改革の議

論である。

さて、以上のような経済構造改革の必要性を主張する場合に、その前提として、果たして日本の産業が
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全体として国際競争力を失い空洞化しつつあるのかどうかという点が議論になる。例えば、香西論文

（論争東洋経済１９９６．９）では、メガコンペティションの時代のなかで、国際競争の次元が貿易財

のみならず、投資立地の競争という形で非貿易財の分野にまで多面化してきており、こうした状況で

は、日本の産業は金融・運輸といった非製造業も含めて全体として、賃金や地代といった生産要素の価

格の高さにもはや我慢できない状況に追い込まれていると認識する。そして、最近の円安の動きについ

ても、コスト切り下げが十分でないために生じているもので、もはや貿易黒字・円高の時代は終わった

と主張する。これに対し吉冨論文（論争東洋経済１９９６．１１）では、現在起きている産業調整は、

かつての繊維から鉄鋼さらには自動車へとリーディング産業がシフトしてきたのと同様に、比較優位が

ロボット、液晶ディスプレイ、電子部品といったさらなる高付加価値分野にダイナミックに移り変わっ

ている姿に他ならず、産業全体が空洞化している訳ではないと反論する。そして、高コスト論者が問題

にしている高コストとは、あくまで非貿易部門の貿易財部門に対する相対的な高コストであって、変動

相場制移行後の趨勢的な円高は、まさに相対的に高い中間投入コストを含んだ上でなお実現されている

貿易財部門の低コスト化の結果に他ならないと主張する。いずれの見解が正しいかは、現時点では判断

が難しいが、産業全体の競争力が為替レートのトレンドに集約されるものとすれば、今後数年間の為替

レートの動向に注意を払っていく必要があろう。ただし、いずれの見解にしても、非貿易財部門の生産

性向上の必要性に異論がないことはいうまでもない。

次に、構造改革が国民生活にどのような帰結をもたらすのかという議論がある。アメリカでは、規制緩

和によって産業の競争力は向上したが、その一方で所得格差は拡大している。構造改革が単にダウンサ

イジングや雇用の縮小という形でのみ終結し、生産性向上の成果が適正に配分されないのであれば、社

会的厚生の見地からは何のための構造改革かが改めて問い直されることになるのであろう。

構造改革の究極の目的は、労働、資本といった資源の完全利用が達成されかつ社会的厚生を極大化する

ことにあることはいうまでもない。とすれば、構造改革の帰結の姿としては、単に低生産性部門の雇用

縮小や低賃金化にとどまらず、低生産性部門から高生産性部門への労働シフトと同一労働の賃金均等化

の動きが実現されているはずである。こうした姿は、長期的には市場メカニズムの力により実現される

が、労働のシフトについては、それが産業間・企業間の転職を伴うものであれ、企業内の配置転換であ

れ、時間とコストがかかる点がモノやカネの移動とは決定的に異なる。このため、構造改革を早急に進

めるのであれば、それと同時に労働市場の調整コストを軽減するような方策をあらかじめ明らかにして
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おくのでなければ、国民生活の不安を払拭することはできないであろう。

高生産性部門への労働シフトを促す最大の課題は、労働者の職業能力開発への支援である。今後、長期

雇用慣行が従来ほど一般的でなくなるとすれば、企業内でのＯＪＴにも限界が生じ、企業外訓練の重要

性が一層高まるかもしれない。このため、構造改革の推進には、職業能力開発の支援のための政府とし

ての取組みを強化し、大学入試から職業能力開発に重点を置いた教育制度の改革、職業能力資格の統一

的な認定、生涯教育制度の充実などが求められることになるであろう。
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〈寄 稿〉

「ユニオンの後退とノンユニオンの増大」

一橋大学経済研究所教授 都 留 康

ご存じの方もいらっしゃることと思うが、さる１月に実施された「大学入試センター試験」の〈現代社

会〉分野で、日本の労働組合組織率がなぜ低下したかを問う問題が出題された。問題の趣旨は、こうで

ある。日本の労働組合は、これまで働く人の権利を守り生活を向上させるために、企業の内外に種々の

制度や慣行を定着させてきた。しかしながら、１９７０年代の半ば以降、雇用者が増えているにもかか

わらず、推定組織率を低下させてきた。そこで、この低下の理由として、以下の４つの選択肢が示さ

れ、このうち正しくないものを選べという設問になっている。すなわち、①組織化がむずかしい第３次

産業での雇用の増加、②組合の活動の意義が理解されにくくなったことによる組合離れ、③組合が組織

化に力を入れてこなかったパートタイム労働者などの非正規従業員の増加、④第１次石油危機後、大企

業で雇用保障が進み、組合が活動する意味が薄れてきたこと、これがその４つの選択肢である。大学入

試センターによれば、正しくないのは第④点である。

これが本当に正しくないかどうかについては、異論があるかもしれない。だが、最初の３つの要因が組

織率低下に作用していることは、大方の意見の一致するところであろう。私は、過去５年間、労働組合

組織率はなぜ低下したかという問題から出発して、日本の労使関係の現状を組合の有無別に研究してき

た（日本労働研究機構・調査研究報告書『労働組合組織率低下の規定要因』（１９９３年）、同『無組

合企業の労使関係』（１９９６年）参照）。ここでは、その結果を踏まえて、日本の労使関係の帰趨に

ついて考えてみたい。

まずはじめに、労働組合のある労使関係の現状をどうみるか。「安定と成熟」というのがこの問題を語

るときの共通語である。それは事態の一面ではあるが、もうひとつの側面を私は直視したい。それは、
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冒頭に掲げた組織率の低下という問題である。組織率低下には、大別して２つの力が作用している。ひ

とつは雇用構造の変化であり、もうひとつは組合の新規組織化のプロセスにおける変化である。このう

ち、雇用構造の変化は、たしかに急速に進んでいるけれども、第３次産業化やパートタイム労働者の増

加それ自体が組織率低下を説明する割合は、日本の場合、それほど大きくない。むしろ、新規組織化が

うまく進んでいないところに大きな問題がある。

それでは、新規組織化はなぜ進まないのか。端的に言って、労働組合という問題解決手段に対して未組

織労働者が関心を低下させていることが最大の要因である。もちろん、労働組合の組織化努力は十分で

はなかったし、経営側の反組合主義もあるかもしれない。しかし、日本では、組合の組織化努力の不足

は、今にはじまったことではない。また、組合ができると、企業にとっての労務費負担がそれほど大き

くなるとも思えない。むしろ、労働条件の改善やその他の活動領域で、労働組合が存在意義を明確にア

ピールできなくなったこと、ここに未組織労働者が組合組織化へと動かなくなった原因があると考えら

れる。このこととパラレルな現象は、組織部門内部での組合員の組合離れである。要するに、労働組合

のある労使関係は、以上の２つの方向からの組合離れの圧力にさらされている。

ところで、こうした労働組合のある労使関係の裏側では、労働組合のない労使関係の世界が拡大してき

た。この世界では、未組織労働者は、職場や経営をめぐる事項について不満を抱いたとき、その不満を

表明するすべをもっているのか。賃金をはじめとする基本的労働条件はどのようにして決定されるの

か。資料不足のため、こうした基本的な事柄がわかっていない。私が調査したところによると、無組合

企業でも、労使協議、従業員組織、経営方針発表会、各種の個人的発言機構など、企業のなかで従業員

が要望や不満を発言する制度や仕組みが様々に導入されている。そして、そこでは、労働条件決定レベ

ルのみならず経営戦略策定レベルでも従業員の発言と参加がある程度は達成されているのである。

それでは、こうした組合のない労使関係が、やがては組合のある労使関係に代替していくのか。事態は

それほど単純ではない。なぜなら、労働条件決定面では、組合の交渉した労働条件が、いぜんとして世

間相場の役割を果たしており、無組合企業は、これを基準として労働条件の改定を行っているからであ

る。以上から、組合のある労使関係は、存立基盤を狭めつつあるにもかかわらず、組合のない労使関係

は、組合から独立ではないことがわかる。ここに、日本の労使関係に潜む不安定化要因があるというの

が私の見方である。
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研究報告書の紹介

参加・発言型産業社会の実現に向けて

－ わが国の労使関係制度と労働法制の課題 －

戦後間もない時期に確立された労働法制及び企業別労使関係は、その後部分的な見直しを伴いながら我

が国労働者の雇用・労働条件の改善に一定の役割を果たしてきた。

しかし近年グローバル化の進展と急速な産業構造の転換の中で雇用問題が深刻化してきており出向、転

籍さらには解雇など企業を超えた労働移動圧力が急速に増加してきている。また、賃金、処遇制度に関

しては個々人の能力業績をより重視した賃金、処遇体系への移行が、労働時間に関してはフレックスタ

イム制や裁量労働制の導入に代表されるような時間管理の柔軟化、弾力化が図られるようになってきて

いる。一方労働組合の組織率の低下傾向には歯止めがなかなかかからない状況が続いている。

こうした状況を踏まえ今後の動向を考える場合、企業の内と外における労働組合の労働条件規制力をど

う強化していくかということと個別的労働関係に集団的労使関係による労働条件決定メカニズムをいか

に機能させていくかといった観点が重要となる。

連合総研は、こうした問題意識をもとに、毛塚勝利専修大学教授を中心とした研究会を１９９５年１月

に発足させ、約２年間にわたり検討を行い本報告書をまとめた。報告書では、諸外国における動向等も

視野に入れながら労働組合法制の見直し、日本型従業員代表制度の構築や個別紛争処理システムの整備

等について提案している。その要旨は以下の通りである。

１．幅広い層の労働組合への積極的参加と企業外活動の強化
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労働組合の組織率が２割にまで低下し、協約適用率（労働協約の適用を受ける労働者の雇用者全体に占

める割合）も１８％を割っている状況の下で労働組合の活動を強化していくためには、現在の組合員の

適用範囲を見直し、できるだけ多くの層から組合員を確保すること、労働組合が企業内の非組合員や地

域における未組織労働者の利益も視野に入れた対応をとることが必要である。ここではこうした観点か

ら現行労働組合法の改正について検討した。

（１）使用者の利益代表者の範囲の見直し（労働組合法第２条但書１項の見直し）

労働組合法第２条但書１項では、監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を禁

じており、この規定を根拠に我が国では、課長以上のポストにつけば非組合員になる慣行が広く社会に

定着している。

しかし、近年リストラの進展と組織のフラット化が進む中で部、課長職の中にも部下をもたないスタッ

フ的な役割を担う層が増えてきているが、こうした層については「使用者の利益代表者」というよりも

「労使双方の利益代表者」としての性格が強く、その意味で、一般労働者と管理職を明確に分ける必要

は必ずしもなくなっていること、また近年、経済環境が厳しさを増す中で様々な雇用調整の影響がこう

した層を直撃している。このため労働組合員の参加資格をより実態に近いものとするため、労働組合法

２条但書１号について見直しについて検討することが考えられる。

（２）組合員資格がない者に対する協約の拡張適用（労働組合法第６条の見直し）

労働組合が企業内の労働者層全体の利益代表としての役割を担うためには組合員資格が認められない労

働者に対しても協約を適用していく必要がある。これに関して労働組合法第６条では「労働組合の代表

者または労働組合の委任を受けた者は、労働組合又は組合員のために使用者又はその団体と労働協約の

締結その他の事項に関して交渉する権限を有する」としており、労働組合の活動を限定している。ま

た、事業場レベルにおける労働協約の拡張適用（一般的拘束力）について定めた労働組合法第１７条に

おいては「一の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の労働者が一の労働協約の適

用を受けるに至ったときは、当該事業場に使用される他の同種の労働者に関しても当該労働協約が適用

されるものとする。」と規定されているが、具体的にどのような者が拡張適用の対象となるかについて
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は「同種の労働者」という以上に具体的な基準は示されていない。こうしたことから産業における労使

自治を機能させるためには少なくとも事業場において過半数の労働者を組織する労働組合に対しては、

全従業員のために団体交渉を行い、労働協約を締結する権限を明記する必要がある。

また、人事課、経理課の上級職員及び役員秘書などの特定の従業員については非組合員としたままで、

これらの者に対しても組合員と同じように協約を適用することを労使の合意により決めることが考えら

れる。

（３）地域レベルでの拡張適用制度の強化（労働組合法第１８条の見直し）

労働組合が、中小零細企業の労働者ための活動を行っていくためには地域における労働協約の拡張適用

の問題が重要となるが、現行の制度は「一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協

約の適用を受けるに至ったときは、………………労働大臣又は都道府県知事は、当該地域において従業

する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をすることができ

る」としている。これに関しては、労使自治の拡充を図る観点から、一定の地域を代表する労働組合と

使用者の団体が労働条件の最低基準について合意に達した場合には、これを当該地域におけるソーシャ

ル・スタンダード（法的拘束力のある社会的基準）として承認することが考えられる。

しかし、我が国においては、ドイツやフランスと違って賃金や労働時間等の労働条件決定に関し権限を

有する横断的労働組合や横断的使用者団体が存在しないことを考えた場合、「一の協約」に限定するこ

となく、複数の協約であっても、その協約適用下にある労働者が、同種の労働者の「過半数」であれ

ば、複数協約のなかの最低協約基準を拡張適用しうるような方法をとることが考えられる。具体的に

は、例えば、産業別組織が地域単位の拡張適用制度を利用しようとする場合にあたっては、当該地域の

傘下企業別組合の締結にかかる各企業協約の最大公約数である最低の協約水準（例えば、年休日数や年

間休日数等）を記載した書面を、各企業協約ととともに提出して申立を行うことで足りるようにするこ

とも考えられる。

（４）企業外交渉システムの構築
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企業横断的な労働条件の決定のためには企業横断的な労働者団体のみならず、それに対応した使用者団

体が存在しなければならない。しかし現状では産業別労使会議が十分な前進が得られていないように、

産業別労働組合がそれを求めても、個別企業の労使自治を強調する使用者団体の抵抗にあっている。ま

た、使用者団体に労働条件に関する機能を持たないものも多い。こうした状況を変えていくためには雇

用調整問題や職業的能力の開発、休日問題、産業別最低賃金等、労働者の生活に関する基礎的な事項に

関して事業主団体との団体交渉ないし協議義務に関しなんらかの形で枠組みづくりをめざすことによ

り、産業レベルでの労使交渉協議を推進させていくことが考えられる。

なお、労使関係の当事者である「労働者」、「使用者」の意義については、今回の直接の検討対象では

ないが、近年における親会社の使用者性や持株会社等の問題に関連し、労使関係の実態にあわせ使用者

性等を適切に整理する時期であるとの見解を表明している。

２．労働組合機能の再編強化

（１）日本型従業員代表制度の構築

近年、労働組合の組織率が逓減傾向をたどる中、労働者の利害を代表する組織がない企業・事業所が増

大している。しかし本来労使協議のルールは労働組合のあるなしにかかわらず普遍化すべきものであ

る。また、企業・事業場内の就業形態が多様化する中で、労働者間の利害を調整するシステムが必要に

なっており、近時における労働基準法改正においても過半数労働者代表制度の法的な機能が重要視され

てきている。こうした観点から本委員会においては従業員代表制度について検討を行った。ここでは我

が国においてドイツやフランスなどと異なり企業別労働組合が組合活動の中心をなしていることを踏ま

え、企業別労働組合と従業員代表制がお互いに補完し合う形の「日本型従業員代表制度」を提案してい

る。

これは、西欧型の併存的従業員代表制度と異なり、未組織事業所ないし過半数組合のない事業所にあっ

ては、従業員代表を選出するもののの、過半数組合のある事業所にあっては、過半数組合に対して従業

員代表組織としての任務と権限を与える制度である。この制度の下では従業員代表組織は、現在の過半
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